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 (1) 中国標準最新動向 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

国家標準公告 2020年第 27号 

国家標準公告[2020] 27号 市場監管総局と国家標準委、国家標準物質 75件を公布 

原文ソース：2020年第 27号 

発行日：2020-11-24（実質公開日：2021-01-25） 

No 標準番号 標準名（日本語仮訳） 研究会社 

1 GSB 04-3752-2020 希土類系水素吸蔵合金の化学成分の標準物質 

包頭希土類研究所、瑞科希土類冶金

及び機能材料国立工学研究センター

有限会社 

2 GSB 16-3813-2020 
織物向け色堅牢度試験用マルチフィラメント

の添付白布の標準物質 
上海繊維産業技術監督研究所 

表 1 国家標準公告[2020] 27 号(一部抜粋) 

 

◆ 国家標準公告 2020年第 29 号 

http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=4AFC8AB50E6C9938A7FFAD9249E7659F
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国家標準公告[2020] 29号国家標準委、国家標準 172件の外国語版を公布 

原文ソース：2020年第 29号 

発行日：2020-12-14（実質公開日：2021-01-26） 

No 標準番号 標準名（日本語仮訳） 語種 分野 

1 GB/T 23128-2008 電磁調理器 英語 軽工業 

2 GB/T 28219-2018 スマート家電に関する技術的要求事項 英語 軽工業 

3 GB 31241-2014 
ポータブル電子機器用リチウムイオンバッテリーお

よびバッテリーパック 安全性要求事項 
英語 電気工学 

4 GB/T 34402-2017 
自動車製品の安全性 リスク評価およびリスク管

理に関するガイドライン 
英語 機械 

5 GB/T 37400.13-2019 重機に関する一般的な技術条件 第 13部:包装 英語 機械 

表 2 国家標準公告[2020] 29 号(一部抜粋) 

 

 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

(2) 2021年 2月実施標準（合計：451件） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

・国家標準（268件） 

強制性標準 0件 

推奨性標準 268件 

指導性標準 0件 

 ・業界標準（83 件）  

    CY(新聞出版)＝47 件（推奨標準 46件、指導標準 1件） 

    JT(交通)＝10件 

       NB(エネルギー)＝26件 

 ・地方標準（100件） 

 

下表は 2月に実施の標準(一部抜粋)： 

標準番号 標準名称（日本語仮訳） 
改訂情報（代替標

準） 

GB/T 12839-2020 タイヤバルブの用語と定義 GB/T 12839-2012 

GB/T 24988-2020 コピー用紙 GB/T 24988-2010 

GB/T 25085.4-2020 
道路車両自動車ケーブル 第 4部分：AC 30Vまたは DC60V単

芯アルミニウム導体ケーブルの寸法と要件 
 

GB/T 38510-2020 塗布式パンクシーリングタイヤセルフシール性能評価  

GB/T 38528-2020 乗用車用タイヤ耐衝撃性評価  

GB/T 38529-2020 タイヤの使用制限物質の規制量要件  

http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=4791ABF350A8970EBF134E4E98235D74
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GB/T 38587-2020 自動車ガラス識別コード情報要件  

GB/T 38597-2020 低揮発性有機化合物含有量塗料製品に関する技術的要件  

GB/T 3900-2020 タイヤバルブシリーズ GB/T 3900-2012 

GB/T 4780-2020 自動車ボディ専門用語 GB/T 4780-2000 

GB/T 5137.1-2020 自動車用安全ガラス試験法 第 1部：力学性能試験 GB/T 5137.1-2002 

GB/T 5137.2-2020 自動車用安全ガラス試験法 第 2部：光学性能試験 GB/T 5137.2-2002 

GB/T 5137.3-2020 
自動車用安全ガラス試験法 第 3部：耐光性 、耐熱性 、 耐

湿性 、耐燃焼性 と 模擬による耐候性の試験 
GB/T 5137.3-2002 

GB/T 5137.4-2020 自動車用安全ガラス試験法 第 4部：太陽エネルギー特性試験 GB/T 5137.4-2001 

GB/T 5137.5-2020 
自動車用安全ガラス試験法 第 5部：化学的耐食性と温度変化

耐性試験 
GB/T 17339-1998 

GB/T 9125.2-2020 
鋼製パイプフランジ接続用固定部品 第 2部分：Classシリ

ーズ 

部分代替: 

GB/T 9125-2010 

GB/T 9766.7-2009- 

修改単-2020 
タイヤバルブの試験法 第 7部分：部品の試験法 

部分代替: 

GB/T 9766-2002 

CY/T 130.3-2020 
グリーン印刷の一般的な技術要件と評価方法 第 3 部分：紙

フレキソ印刷 
 

CY/T 130.4-2020 
グリーン印刷の一般的な技術要件と評価方法 第 4部分：プ

ラスチックフレキソ印刷 
 

CY/T 228-2020 グリーン印刷素材オフセット印刷ブランケット  

JT/T 1342-2020 燃料電池都市バスの技術仕様  

JT/T 1343-2020 デュアルソース電気都市バスの技術仕様  

JT/T 1344-2020 
純粋な電気自動車のメンテナンス、テスト、診断に関する技術

仕様 
 

表 3  2021 年 2月実施標準リスト(一部抜粋) 

 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

(3) 法規・標準動向 

中国における企業版ブラックリスト管理制度の動向 

         －「厳重違法信用喪失企業リスト管理弁法」の意見募集を実施 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

市場監管総局、「厳重違法信用喪失企業リスト管理弁法」の意見募集を実施 

意見募集期間：2021年 2月 10日～2021年 3月 12日 

原文：http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202102/t20210210_326053.html 
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中国では個人、企業を対象とする社会信用システムが構築され、普及されている。アリババグループ傘下

のアント・フィナンシャルサービスグループが開発した個人信用評価システム「芝麻信用」は事実上の中

国の信用スコアの標準として普及。企業法人に対して、政府主導で社会信用システムの構築も進められ

ている。 

 

この社会信用システムは、いろんな国家機関と全国各省にある支部から企業に関する情報を集めて、コ

ンプライアンス（法令順守）を守らない企業には『ブラックリスト』に掲載して市場へのアクセスを制限

したり、公衆の批判にさらしたりして罰するような仕組みとなっている。 

 

下記は、国家企業信用情報公示システム（北京市）にて公開の「厳重違法信用喪失企業リスト」に編入さ

れる一部の企業リスト。 

 

 

図１ 北京市企業信用情報網（厳重違法信用喪失企業リスト） 

 

企業を「厳重違法信用喪失企業リスト』に編入する法的な根拠となる法規の一つは、旧工商総局が公布

した「厳重違法信用喪失企業リスト暫定管理弁法」であったが、改訂の動きがありました。 

 

2月 10日、国家市場管理監督総局（SAMR）は「厳重違法信用喪失企業リスト管理弁法」の意見募集稿を

公開した。この「厳重違法信用喪失企業リスト」は、旧工商総局が公布した「厳重違法信用喪失企業リ

スト暫定管理弁法」の修訂版となる。 

 

「厳重違法信用喪失企業リスト暫定管理弁法」は 2015年 12月に公布し、2016 年 4月 1日より施行。法

律、行政法規に違反し、かつ情状が深刻なブラック企業を名指しで公示し、情報の共有や業務改善を求
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めるような目的に制定された。今回公布された意見募集稿では、リスト編入企業に対するより強力な制

裁措置を盛り込んだ。例えば、業界参入禁止、政府調達への入札禁止等。また、今回の改訂で、信用回

復プロセス、誤りの訂正、救済などのプログラムを規定し、管理制度をより規範的にすることが目的と

なった。意見募集稿は、8章 24条からなり、構成は以下の通り： 

 

第一章 総則 

第二章 管轄 

第三章 リスト編入状況 

第四章 リスト編入、削除の手順 

第五章 管理措置 

第六章 信用回復 

第七章 誤りの訂正、救済と監督プログラム 

第八章 付則 

 

第三章では、リスト編入となる状況（14種類）を規定。国民の健康と生命および安全を危険にさらす状

況（8種類）、市場の公正な競争秩序を乱す状況（4種類）、法的義務を果たさない状況（2種類）を含

む。第五章では、リスト入りした場合の管理措置（ペナルティ）を規定している。第三章と第五章につ

いて日本語を仮訳したので、ご参考ください。 

 

仮訳 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第三章 リスト編入状況 

 

第五条 当事者は、市場監督及び管理に関する法令に違反して、国民の健康及び生命及び安全を危険に

さらす以下の状況の 1つを有し、市場監督管理部門から行政罰を受け、その性質、状況、社会的危害が

大きい場合には、重大な法律違反及び信用を失った企業のリストに含まれるものとする。 

 

( 1 ) 非食品原料、リサイクル食品、賞味期限を超える原材料を使用して食品を製造する場合、または

食品に人間の健康に有害な物質を添加する場合、規定に従って登録されていない健康食品、特殊医療用

製剤食品、乳幼児用粉ミルクを製造・運営する。 

 

( 2 ) 規定に従って検疫または検疫に不適格な肉または肉製品を製造または販売し、病気、死、毒殺、

死因が不明の鶏肉、動物、動物、水生動物の肉および製品を製造、販売し、野生動物を違法に購入また

は加工する。 

 

( 3 ) 国が特別な管理要件を有する医薬品(ワクチン)を違法に製造・販売し、医薬品承認証明書を取得 

していない医薬品(ワクチン)の製造、輸入、販売。 

 

( 4 ) 未登録の第 2、第 3の医療機器の製造・販売 

 

( 5 ) 人間の健康を害する可能性のある物質を違法に添加した幼児および子供の化粧品を製造、販売す

る。 
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( 6 ) 生産許可を受け取らない特殊機器を販売、リース、または使用し、国が明示した場合、廃棄、未

検査、または検査に不適格な特殊機器を使用し、安全技術仕様の要件を満たさない移動式圧力容器 

およびシリンダーを充填する。 

 

( 7 ) 許可の範囲外で検査、検査、認証を行う者、虚偽または重大な虚偽の検査、検査、認証、承認の

結論を出した者、または認証なしで工場、販売、輸入、またはその他の事業活動において必須製品認証

カタログにリストされている製品を使用する。 

 

( 8 ) 偽造品または劣った製品を製造または販売する。 

 

第六条 当事者は、市場監督及び管理に関する法令に違反して、市場の公正な競争秩序を乱す以下の行

為のいずれかを犯し、市場監督管理部門から行政罰または行政判断を受け、その性質が悪く、状況が深

刻であり、社会的危害が大きい場合には、厳重違法信用喪失企業リストに含まれるものとする。 

 

( 1 )前払い金を受け取った後に店を閉鎖またはサービス提供施設を移転し、契約に従って商品やサー

ビスを提供しないといった消費者の正当な権利と利益を侵害する。市場監督管理部門は、企業が登録し

た住所、事業場所、市場監督管理部門のウェブサイトで 30日間の公告の後も連絡を取ることができな

い。 

 

( 2 )マルチ商法を組織、計画、または促進する。 

 

( 3 ) 商標代理業務を恒久的に停止することに決定された者、悪意のある商標出願、または故意に知的

財産権を侵害した者。 

 

( 4 ) 無許可に生産及び運営を従事する者、行政ライセンス、記録、資格及び資格を取り消され、取り

消された者。 

 

第七条 当事者は、市場監督及び管理に関する法令に違反して、以下のいずれかの法的義務を果たさな

い場合、市場監督管理部門から行政罰を受け、その性質が悪く、状況が深刻であり、社会的危害が大き

い場合には、厳重違法信用喪失企業リストに含まれるものとする。 

 

( 1 ) 消費者の健康と安全に対する損害を与える可能性のある隠れた危険または欠陥を認識し、製品の

製造、販売、または輸入を停止しない場合、リコールを命じた後もリコールを拒否し、リコール義務に

違反した場合。 

 

( 2 ) 電子商取引プラットフォーム事業者は、消費者が安全・安心の義務を果たさなかった場合、是正

を命じたが、是正を拒む。 

 

第八条 市場監督管理法及び行政規則に違反したその他の違反は、市場監督管理部門によって行政罰を

受け、その性質が悪く、状況が深刻であり、社会的危害が大きい場合には、厳重違法信用喪失企業リス

トに含まれるものとする。 
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第五章 管理措置 

 

第 11条市場監督管理部門は、厳重違法信用喪失企業リストに編入の企業に対して、以下の管理措置を

講じなければならない： 

（１） 登録・出願・行政の許認可、資格の審査において重要な考慮事項とする。法律、行政法規の規

定に沿って、相応の職務任命資格の制限と業界参入禁止措置を取る。 

（２）重点的な監督管理対象に分類する。 

（３）企業の誠実信用さに基づく情報提供の約束その他の円滑化措置を適用しないこと。 

（４）市場監督管理部門から名誉称号、表彰、奨励を与えてはならない。 

（５）政府調達事業を受託してはならない。 

（６）その他法令及び行政規則で定められた経営上の措置 

 

－完－ 

 

■注意事項 

本メルマガに掲載した記事、公告内容等は、㈱ISTソフトウェアが仮訳および編集を行ったものです。記載内容に疑義のある

場合には中国語の原文に準じてください。お客様に提供した情報に関連して、万一、お客様が不利益を被る事態が生じたとし

ても、㈱ＩＳＴソフトウェアは責任を負いませんので、ご了承ください。 


